
農地法第４条農地転用届出必要書類一覧 

 

白岡市農業委員会 

確認欄 番号 書 類 名 部数 説 明 

 １ 第４条農地転用届出書 ２部  

 

２ 土地登記事項証明書 １部 

全部事項証明書に限ります 

法務局でお求めください 

※インターネットで取得したものは不可 

 ３ 案内図 １部 付近の状況がわかる地図（申請地朱書） 

 

４ 公図の写し １部 

法務局でお求めください（区域朱書） 

（コピー可、ただし原本確認が必要） 

（土地区画整理事業区域内の場合添付不要） 

※インターネットで取得したものは不可 

 ５ 誓 約 書 １部  

 
６ 仮換地証明 １部 

土地区画整理事業区域内の場合 

（コピー可） 

 
７ 仮換地指定図 １部 

土地区画整理事業区域内の場合（区域朱書） 

（コピー可） 

 ８ 委 任 状  １部 連絡先を記入（要押印。様式は問いません） 

 ９ 本人確認書類 － 本人確認に係る留意事項を参照ください。 

 １０ その他参考資料 １部  

 

 

〈注意事項〉 

１ 届出書は、随時受け付けています。 

２ 土地登記事項証明書等は届出日より３か月前までのものを使用してください。  

  ※インターネットで取得したものは不可。  

３ 届出者の届出書記載の住所と、土地登記事項証明書の甲区に記載されている住所に相違

がある場合は、住民票等（登記事項証明書上の住所から現住所へ転居したことが分かる

もの）を添付してください。  

４ その他不明な点については農業委員会事務局までお問い合わせください。  

  Ｔｅｌ ０４８０（９２）１１１１ 内線２４７、２４８ 

 

 

次頁についても確認ください。 



 

（本人確認に係る留意事項） 

1.  届出者が窓口に書類を持参する場合、本人確認のため次のいずれかの書類を提示してください。 

【1点でよいもの】 

運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等 

【2点必要なもの】 

健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等 

2.  上記 1以外の場合（代理人が持参する場合や郵送する場合等）、届出者の本人確認書類として、

次のいずれかの書類を添付してください。 

   運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書等、 

健康保険の被保険者証、年金手帳又は在学証明書等のうち２つの写し 

3. 必要に応じて農業委員会が申請者に電話で申請書の内容について確認する場合があります。 


